
第１章 名称及び組織
（名　称）
第１条 この会は西宮市バドミントン協会と称する。
（組　織）
第２条 この会は西宮市内に在住、在勤、在学するバドミントン競技を愛好する個人及び団体

で構成する。
（登　録）
第３条 この会に登録しようとするものは、別に定める手続きにより毎年１回登録するもの

とする

第２章 目的及び事業
（目　的）
第４条 この会はバドミントン競技を通じて市民体育の向上をはかり、あわせて心身ともに健全

で明るい社会生活を営めることを目的とする。
(事　業）
第５条 この会は目的を達成するために次の事業を行う。

（1）市内におけるバドミントン競技会の開催
（2）競技の普及及びそれらに関する調査、研究
（3）その他この会の目的を達成するために必要な事項

第３章 理事及び役員
（理　事）
第６条 理事はこの会に登録する団体の代表者各１人とする。

理事は理事会に出席し、会務の審議決定を行う。
(役　員）
第７条 この会に次の役員を置く。

会　長 １名
副会長 若干名
理事長 １名
副理事長 ３名
顧問 若干名
庶　務 １名
会　計 １名
常任理事 10名程度
監　事 １名

（役員の選出）
第８条 会長、副会長、理事長は常任理事会で候補者を選定し、理事会において決定する。
第９条 副理事長、庶務、会計、常任理事、監事は理事の中から互選で決定する。
（役員の職務）
第10条 役員の職務は次のとおりとする。

（1）会長はこの会を代表し、会務を統理する。
（2）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
（3）理事長は会長の指示を受け会務を執行する。
（4）副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
（5）庶務はこの会の事務局を担当する。
（6）会計はこの会の財務を担当する。
（7）常任理事はその他の会務にあたる。
（8）監事はこの会の財務を監査する。

(役員の任期）
第１１条 役員の任期は１年間とする。但し、再任を妨げないものとする。補欠役員の任期は

前任者の残存期間とする。増員による役員の任期もこれに準ずる。
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第４章 会　議
(会議の種類）
第１２条 この会の会務を決定し執行するため、次の会議を設ける。

（1）理事会 この会の最高議決機関として会の運営方向を決める。
（2）常任理事会 理事会の議決に従い会の具体的運営を行う。

(理事会）
第１３条 理事会は必要に応じ会長の命により理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定する

但し、毎年度最低１回は開催しなければならない。
（1）過年度の事業、会計の報告承認。
(２)新年度の事業計画等の審議決定。
(３)その他の重要な事項。

(常任理事会）
第１４条 常任理事会は役員で構成し必要の都度、理事長が招集し次の事項を審議決定する。

(１)会務の運営に関する事項。
(２)理事会の審議事項であっても緊急を要する場合は理事会に代わって処理する
ことができる。但し、この場合次の理事会に報告して承認を受けなければならない。
(３)その他必要な事項。

（決　議）
第１５条 会議の決議は出席者の過半数をもって決定する。

第５章 会　計
（会計年度）
第１６条 この会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終了する。
（会の財源）
第１７条 この会の会計は次に揚げるもので支弁する。

(１)登録金
（2）市より交付される補助金
（3）事業収入
(４)寄付金
（5）その他の収入

(登録金）
第１８条 この会の登録金は別に定める。

第６章 規　約
(改　正）
第19条 この規約の改正は理事会において出席者の２/３以上の同意がなければ変更する

ことはできない。

付則

この規約は昭和６３年４月１日より施行する。

付則 （平成５年４月１６日に改正）

この規約は平成５年４月１６日より施行する。

付則 （令和４年４月８日に改正）
この規約は令和４年４月８日より施行する。

付則 （令和５年４月１２日に改正）
この規約は令和５年４月１２日より施行する。



別紙

登録金

団体 2０００円





理事会は必要に応じ会長の命により理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定する


